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上記木日本印刷事件最高裁判決臥解約権留保の趣旨は,採用決定当弓那ま
労働者の適格性の有無.につt,て適切な判定資料を十分に収集することがで

きないため1後日における由肇や観察に基づく最終的決定を留保することに

あるとした上で,採用内.定取消事卓は,採用内定当時知る.ことができず.ま

た知る.ことが期待セきないような事実であって,これを理由として採用内定

を取り消すことが,解約権留保の趣旨l目的に照らして客観的に合理的と認

められ社会通念上相当として是認することができるものに限ると判示して

いるo.これはl採用内定取消についても解雇権濫用法理を適用して使用者に

よる採用内定敢消を制約する一方でl解約権が留保されている参合にをもそ

の趣旨及び目的に照.ら.して通常の解雇とは異なる基準にJよる解約.が濁めら

れる場合があることを示しているo

そこで,,採用内定取消について, -般的な解雇纏とは別個の留保解約権が

認められるに吐それを行使する事由-く東廃解約事由卜が療用内虐者8ご封し

て書面で明示されていることが必要とすべきであるDすなわち,採用内定に
際して留保解約権の存在とその事由が書面で明示されている場合には1当該

留保解約事由が解約権留保の趣臥 目的に照らして客観的に合理的と認めら

れ社会通念上相当と謬められるときに限り1その事由に基づきなされた留保

解約権cDu行使は,権利の濫ifnこは当.たらず有効やあることを法律で胡らかに

することが適当である..

これにより1採用内定者及び便用者に対して1客観的に合理的と認められ

社会通念上相当と認められない事由に基づく採用内定取消は権利の濫用と
して無効となることが周知され,窓意的な採用内定取消が少なくなるという

メリットがある.

ただし,ト客観的に合理的八 r社会通念上相当Jという用語を用いる限.り1

結局どのよ.うな場今に採用内定取消が認められるのかをあらかじめ予測す
ることは不可能との指摘があり得る.しかし,これらの用語は採用内定の実

態が多様であることを踏まえて用いざるを得なb-ものであLり-予測可能性の

向上はl判例で示された具体的事例を整理一収集することで-定の効果を上

げることが可能となると考えられるD

また,ここで,留保解約権の行使を書壷で明示された留保解釣事由に基づ

くもの.に限るキととするのは,その羊うな解約権が寧嘩されてV-るか否かが

採用内定者に対し明らかに.なっでいることが必要と考えられることや- r新

規学校卒業者の採用に関する指針の策定についてJく平成5年6月24一日付け

労働省発職第134号1によりl,事業主は採用内定を行.う場合には文書により

採用内定取消事由等を明示するものとされていることによるもelであるo こ

jlにより.,どのような場合に採用内.定が取り消されるのかを採用内定者があ

21


